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原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難

病」といい、現在 348 疾病（令和７年４月１日時点）が指定されています。 

 

指定難病は治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、一定の認定基準を満たしている

方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。 

 

また、治療研究を推進するという目的もありますので、同意いただいた方については患者さんの病状や

治療状況を国に提供させていただきます。なお、研究機関や企業などへ提供する情報は、国にて個人が特

定されないよう「匿名加工」を行うため、誰の情報であるかはわからないようにします。また、研究の結果

が公表される前に、国にて個人が特定されないかなどの審査を行います。 

 

指定難病にかかる医療費の助成を受けるには、支給認定の申請を行い、認定を受ける必要があります

ので、この手引きをお読みいただき、申請書類をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市 
令和８年７月１日改訂 

特定医療費（指定難病）助成制度 

支給認定申請をされる方へ 

（市外からの転入者用） 
 

この説明は 

令和８年７月１日 ～ 令和９年６月３０日 

の期間の申請に限り有効です。 
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・福岡市保健医療局精神保健・難病対策課から、受診者または送付先住所宛に郵送します。 

・申請から受給者証の発行までは、申請書や添付書類に不備がない場合で、２か月程度です。 

・受給者証に記載された疾病の治療に限り、医療費の助成が受けられます。 

・申請日に遡って医療費の払戻し請求をすることができます。 

（受給者証に同封される案内をご覧ください） 

１．医療費助成の対象者                                                  

下記の（１）に該当し、かつ（２）または（３）に該当する方が医療費助成の対象となります。 

（１）住民票上の現住所が福岡市内にある方 

（受診者が 18 歳未満の場合は、その保護者の住民票上の現住所が福岡市内にある方） 

（２） 指定難病の認定基準（診断基準及び重症度基準の両方）を満たしている方 

（３） 指定難病の認定基準の診断基準は満たすものの、重症度基準を満たさない場合で、 

支給認定の申請のあった月以前の直近 12 ヵ月以内（発症１年未満の場合には、発症月から申請月

までの間）に指定難病にかかる医療費総額（自己負担額ではなく、10 割分の医療費）が 33,330

円を超える月数が既に３月以上ある方。【軽症高額該当者】 

 

２．申請から認定（受給者証発行）までの流れ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・各区保健福祉センター健康課の窓口で申請ができます。 

詳細は、11ページをご覧ください。 

・申請に必要な書類については、5～8ページをご覧ください。 

申 請 

受給者証の発送 
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※ 医療機関を受診される前に、難病の指定医療機関であるかを必ずご確認ください。 

受診前に受診予定の医療機関に電話などで確認されることをお勧めします。 

 

※ 医療機関を受診される場合は、必ず受給者証を持参し受付窓口に提示してください。 

 

※ ご不明な点がありましたら、各区保健福祉センター健康課にご確認ください。 

3．受給者証の始期と終期                                                 

（１）受給者証の始期 

認定となった場合、受給者証の有効期間の始期（医療費助成の開始日）は、 

各区保健福祉センター健康課で申請書類を受け付けた日からとなります。 

 

（２）受給者証の終期 

 受給者証の有効期間は、転入前の自治体が発行した受給者証の終期までです。 

なお、終期によっては、転入申請と同時に更新申請が必要となる場合があります。 

 

4．指定医療機関                                                      

・都道府県または政令指定都市で難病の指定医療機関として指定を受けた医療機関（病院・診療所・クリ

ニック・薬局・訪問看護ステーション）であれば指定難病の治療等に要した医療費の助成を受けることが

できます。 

・難病指定医療機関かどうかの確認は、各医療機関が所在する各都道府県または政令指定都市のホーム

ページで確認できます。また、難病情報センターのホームページの「難病指定医療機関・難病指定医のご

案内」に全国の都道府県、政令指定都市の掲載先アドレスのリンクが貼ってありますので、ご利用され

ると便利です。 

（掲載アドレス） https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308 

 

・受給者証には「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」と記載されます。 

 

 
注意事項（必ずお読みください） 

難病情報センター 指定医療機関 検索 

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308
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5．医療費助成における自己負担上限月額                                     

基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入している方）の所得状況に応じて受診者が１か月に自己負担す

る額（自己負担上限額）を以下のように決定し、これを超える医療費は医療機関の窓口で支払わなくてよく

なります。 

 

【自己負担上限月額】  

階層区分 階層区分の基準 

自己負担割合：２割(現在１割の方は１割) 

自己負担上限月額 

(外来＋入院＋薬＋訪問看護) 

一般 
高額かつ 

長期 

 

人工呼吸器等 

装着者 

生活保護 (A) － なし 

低所得Ⅰ (B1) 市町村民税 

非課税 

(世帯) 

本人年収  

～82万6,500円 
2,500 円 

1,000 円 

低所得Ⅱ (B2) 
本人年収  

82万6,500円超 
5,000 円 

一般所得Ⅰ (C1) 

市町村民税

課税 

(世帯) 

所得割額 

7万1,000円未満 
10,000 円 5,000 円 

一般所得Ⅱ (C2) 

所得割額 

7万1,000円以上 

25万1,000円未満 
20,000 円 10,000 円 

上位所得 (D) 
所得割額  

25万1,000円以上 
30,000 円 20,000 円 

入院時の食事療養費及び生活療養費 
全額自己負担 

（生活保護受給者を除く） 

※ 受診した複数の医療機関等（薬局、訪問看護ステーションを含む）の自己負担額をすべて合算した上

で、自己負担上限額を適用します。 

※ 入院時の食費及び療養病床入院時の居住費は、全額自己負担となります。これらの自己負担について

は、月額の自己負担上限額の計算には含まれません。 

 

◆ 用語の説明等 ◆ 

高額かつ長期 

階層区分が「一般所得Ⅰ」、「一般所得Ⅱ」、「上位所得」の方で、支給認定を受け

た月以降の指定難病に係る月ごとの医療費の総額（自己負担額ではなく10割分

の医療費）が50,000円を超える月が、申請する月以前の直近12ヶ月以内に６

回以上ある場合、自己負担上限額が軽減される制度です。 

（支給認定を受けた日以降の医療費が対象となりますので、受給者証の交付を

受ける前の医療費は対象外であり、新規申請の際は申請できません。） 

人工呼吸器等装着者 
支給認定を受けた指定難病により、「継続して常時生命維持管理装置を装着する

必要があり」かつ「日常生活動作が著しく制限されている方」が要件となります。 

低所得Ⅰ･Ⅱの 

「本人年収」 

受診者の①地方税法上の合計所得（公的年金等所得を除く）、②公的年金収入、

③特別児童扶養手当等の合計を指します。（９ページをご覧ください） 
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6．世帯内按分                                                        

受診者と同じ医療保険上の世帯内に特定医療費(指定難病)や小児慢性特定疾病の受給者が複数人い

る場合は、世帯の負担上限月額が増えないように、各受給者の負担上限月額を調整します。 

【按分の計算方法】 

 各受給者の負担上限月額  ＝ 

   世帯で最も高い者の自己負担上限月額 

世帯における自己負担上限月額の総額 

7．医療費助成の内容                                                    

特定医療費（指定難病）受給者証に記載された疾病の治療について、医療費の助成が受けられます。 

（１）医療費助成の対象となる医療の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）医療費助成の対象とならない費用 

・入院時の食事療養費（食費）及び生活療養費（居住費） 

・保険が適用されないもの(保険診療外の治療・調剤、文書料、差額室料、補装具、オムツ代等) 

・受給者証に記載された疾病以外の病気やけがによる医療費 

・指定医療機関以外で受けた医療、薬剤の支給、介護サービス 

・介護保険での訪問介護（ホームヘルパー）の費用 

・医療機関、施設までの交通費、移送費 

・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用 

【特定医療費（指定難病）の公費負担イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療の内容 介護の内容 

・診療 

・薬剤の支給 

・医学的処置、手術及びその他の治療 

・居宅における療養上の管理及びその治療に

伴う世話その他の看護 

・病院または診療所への入院及びその療養に

伴う世話その他の看護 

・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・居宅療養管理指導 

・介護予防訪問看護 

・介護予防訪問リハビリテーション 

・介護予防居宅療養管理指導 

・介護医療院サービス 

受診者本人の自己負担上限月額 × 
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8．申請に必要な書類                                                   

以下の書類をそろえ、住所地の区保健福祉センター健康課へ申請してください。 

チェック 提出書類等 留意事項 

□ 
①特定医療費(指定難病)支給

認定申請書（様式第１0 号） 

○ 申請者が記入。 

○ 用紙は各区健康課窓口または市ホームページから取得できます。 

□ 
②転入前の自治体が交付した 

受給者証（写し） 
 

□ 
③加入している医療保険の資

格情報が確認できる資料 

○ マイナポータルの資格情報画面をダウンロードし印刷したもの、資

格確認書、マイナンバーカード 等 

※ マイナンバーカードのみのご提示の場合は受付に時間を要する

場合がございます。 

○ 受診者本人の他、支給認定基準世帯員のものが必要です。 

6 ページをご参照ください。 

□ 
④受診者の 

マイナンバーカード等 
○ 9 ページ『マイナンバーの確認及び本人確認に必要な書類につい

て』をご参照ください。 

□ 
⑤申請者の 

本人確認ができる書類 

該 当 者 

の み 
⑥所得確認に必要な書類 

（所得証明書等） 

○ 支給認定基準世帯員の税情報が情報照会確認できない場合。 

7 ページをご参照ください。 

非課税の

方 の み 
⑦収入確認に必要な書類 

○ 支給認定基準世帯員全員が非課税の方のみ必要です。 

8 ページをご参照ください。 

○ 障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などの証書、払い込み通知

書 等 

該 当 者 

の み 
⑧生活保護受給証明書 ○ 申請当日付で発行された原本をご持参ください。 

該 当 者 

の み 

⑨「世帯内按分」 

を確認できる書類 

〇 受診者と同じ医療保険上の世帯内に、「特定医療費（指定難病）の

受給者」または「小児慢性特定疾病医療費助成の受給者」が存在す

る場合は、各受給者証（写し）。申請中の場合は支給認定申請書（写

し） 

・生活保護受給者の方は③は不要ですが、生活保護受給者で被用者保険に加入している方は必要です。 

・提出書類についてご不明な点がありましたら、各区健康課 健康づくり係 難病担当者までご相談ください。

（問い合わせ先：11 ページ参照） 
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9．医療保険の資格情報と所得(非)課税情報の確認について                         

自己負担上限額の決定のため、支給認定基準世帯員の税額等が必要となります。 

加入している医療保険ごとに、支給認定基準世帯員が異なります。 

 

 

（1）医療保険の資格情報について 

 

支給認定基準世帯員 全員 の資格情報の確認が必要です。 

医療保険の資格情報はマイナンバーで確認可能ですが、受付に時間を要する場合があるため、マイナン

バーカードのみではなく、可能な限り「マイナポータルの資格情報画面をダウンロードし印刷したもの」

や「資格確認書」「資格情報のお知らせ」をご持参ください。 

（福岡市国民健康保険、福岡県後期高齢者医療に加入の方は、受診者以外の分は省略可。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国民健康保険
 後期高齢者医療
 国民健康保険組合
 　（土木・建設・医師など）

受診者と住民票上同一世帯
で同じ医療保険に加入して
いる方全員（学生特例含む）

被保険者 本人 被保険者

被扶養者 受診者と被保険者

 健康保険組合
 全国健康保険協会
 　（協会けんぽ）
 船員保険
 共済組合

 受診者と被保険者の関係

 加入している保険の種類  支給認定基準世帯員

受給者証から保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます 

これまでの受給者証には保険者名・記号及び番号・適用区分の記載がありましたが、制度の見

直しによりこれらの記載がなくなりました。 

（医療機関では、医療保険の資格情報はオンライン資格確認等システム等で確認することになります。） 

受給者証に医療保険の資格情報の記載はなくなりますが、自己負担上限額の決定に必要です

ので、以下の場合は必ず届け出てください。 

   〇加入する医療保険が変わった 

   〇支給認定基準世帯員の増減があった 
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（2）所得(非)課税情報について 

 

支給認定基準世帯員 全員 の税情報の確認が必要です。 

福岡市が保有する税情報の連携や、マイナンバーによる情報照会により税情報の確認ができる場合は、

所得証明書（または非課税証明書）の添付を省略することができますが、以下の場合は所得証明書等の

提出や税の申告が必要です。 

所得証明書等を提出する場合は、令和８年度分（令和７年 1～12 月の所得の証明）をご用意ください。 
 

 

〇所得証明書等の提出や税の申告が必要な方 

税制上の住民税の申告を 

していない方  

・住民税未申告の場合は、税情報がないため申告が必要です。 

・申告されない場合は、所得情報が確認できないため上位所得とし

て取り扱う場合があります。 

令和 8 年 1 月 1 日現在の 

住民票が福岡市外の方 

・申請書にマイナンバーの記載が無い場合や、記載に誤りがあった場

合、令和 8 年 1 月 1 日の住所地がわからない場合は、情報が取得

できないため所得証明書等の提出が必要です。 

・マイナンバーで情報照会した結果、所得証明書等が必要であること

が分かった場合は、所得証明書等をご提出いただくことになりま

す。 

※ 以下の書類は所得証明書として代用できません。 

・勤務先から配布された「市町村民税・道府県民税特別徴収税額通知書（納税義務者用）」、 

・市町村から配布された「市民税・県民税 税額決定納税通知書」 

※ 中学生以下の方については、所得があることが明らかである場合を除き、証明書の提出を省略できま

す。 

※ 所得証明書等交付申請時は、本人確認書類（運転免許証等）の提示が必要です。 

また、申請者が代理人の場合（ご本人以外の方が申請される場合）には、委任状が必要です。 

委任状の書き方等は福岡市ホームページ等でご確認いただけます。 

 

 

【令和８年度（令和７年分）所得証明書（非課税証明書）の取得について】 

〇令和８年１月１日現在、住民票のある市町村から取得してください。 

〇令和８年１月１日現在、住民票が福岡市内の方の交付窓口（有料） 

・各区役所納税課／出張所（入部出張所・西部出張所） 

・天神証明サービスコーナー（市役所１階情報プラザ内） 

・博多区証明発行コーナー（博多区役所２階） 

・千早証明サービスコーナー（東区なみきスクエア内） 
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10．収入確認書類                                                     

基準世帯員全員の市町村民税が非課税の場合で、受診者（受診者が 18 歳未満の場合は保護者）が障

害年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合は、令和７年中に受給した金額がわかる公

的機関が発行する書類（証書、年金払込み通知書等）が必要です。 

 

内  容 証明書類 

障害年金、遺族年金、寡婦年金 

特別障害給付金 

年金振込通知書、年金支払通知書、年金額改定通知書 

または年金決定通知書・支給額変更通知書 

労災保険による障害補償に関する給付 

労働基準監督署または障害補償給付を決定する機関の 

証明書、支給決定通知書の写し（金額が記載されているもの） 

特別児童扶養手当、障害福祉手当 

特別障害者手当 

手当証書の写し、区市町村からの支給決定額に係る 

通知書 

国民年金法等の一部を改正する法律附則

第 97 条第１項の規定による福祉手当 

手当証書の写し、区市町村からの支給決定額に係る 

通知書 

 

（注１）証明書類は、いずれも令和７年中（令和７年１月１日から令和７年 12 月 31 日まで）の収入金額がわかる

書類を添付してください。 

（注２）月単位、隔月単位、年に満たない単位で送付されるものについては、対象期間（令和７年１月～ 

令和７年 12 月の１年間）内の直近のもののみの添付で足りることとします。ただし、添付する確認書類で

対象期間（令和７年１月～12 月）に受給した全ての金額が確認できない場合、確認書類の余白に合計金

額を記載してください。 

（注３）通帳の写しにより内容が確認できるものについては、それらの書類をもって証明書類に代えることがで

きるものとします。 

（注４）この表に掲げる証明書類以外で確認できるものがありましたら、お問い合わせください。 
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11．マイナンバーの確認及び本人確認に必要な書類について                         

（１）申請者が受診者または保護者の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本人確認の書類となるもの 

顔写真入りの身分証明書 顔写真の入っていない身分証明書 

マイナンバーカード 
運転免許証 
旅券（パスポート） 
身体障害者手帳 

など官公署が発行する証明書（写真あり） 

特定医療費（指定難病）受給者証 
公的医療保険の資格確認書 
介護保険の被保険者証 
年金手帳 

など官公署が発行する証明書（写真なし） 

 

（２）申請者が受診者または保護者以外の場合（代理人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 受診者のマイナンバーの確認 
（正しい番号であることの確認） 

B 申請者の本人確認 

以下のいずれかを提示 

基準世帯員の 

■マイナンバーカード（表裏両面） 

■通知カード（条件あり。以下参照） 

 ※個人番号通知書は不可 

■マイナンバーが記載された住民票、住民票

記載事項証明書 

 

以下のいずれかを提示 

申請者の 

■顔写真入りの身分証明書 1 点（以下 

参照） 

■顔写真の入っていない身分証明書 

2 点（以下参照） 

 

A 受診者のマイナンバーの確認 

（正しい番号であることの確認） 
B 代理人の本人確認 

以下のいずれかを提示 

基準世帯員の 

■マイナンバーカード（表裏両面） 

■通知カード（条件あり。上記参照） 

※個人番号通知書は不可 

■マイナンバーが記載された住民票、住民票

記載事項証明書 

以下のいずれかを提示 

代理人の 

■顔写真入りの身分証明書 1 点 

■顔写真の入っていない身分証明書 

2 点（上記の「本人確認の書類となるもの」

参照） 

C 代理権の確認 

以下のいずれかを提示 

■委任状 

■法定代理人であることを証する書類 

（戸籍謄本、その他資格を証明する書類） 

法定代理人とは、 

①未成年の親権者 

②未成年後見人 

③成年後見人 です 

【通知カードとは】 
本人のマイナンバーの他、氏名、住所、生年月日、性別、
が記載されたカードです。 
平成 27年 10月以降、市町村から各世帯に送付されてい
ましたが、法律の改正により、通知カードは 
令和 2年 5月 25日で廃止されました。 

 ただし、廃止後も通知カードの記載事項（氏名、住所、
生年月日、性別、マイナンバー）が住民票と一致してい
る場合は引き続きマイナンバーを証明する書類として
ご利用いただけます。 
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12．申請受付から結果通知が届くまで                                        

結果通知が届くのは、おおむね申請を受付けた月の翌月の月末です。 

※結果の送付先を、ご自宅以外に指定されたい場合は申請時にご相談ください。 

 

13．特定医療費（指定難病）受給者証の有効期間                                  

・認定となった場合、特定医療費（指定難病）受給者証と自己負担上限額管理票が送付されます。 

・受給者証の有効期間は「必要書類を各区保健福祉センター健康課に提出された日～転入前の自

治体が指定した有効期間の終期まで」です。 

・継続して特定医療費（指定難病）の助成を受けるためには、更新申請が必要です。 

・更新申請の時期が決定しましたら、手続案内等を送付いたします。 

 

 

14．指定難病要支援者証明事業(「登録者証」発行事業)について                       

難病法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、令和６年４月から都

道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創

設されました。登録者証により、福祉、就労等の各種支援で、従来必要であった診断書等の提出が不要にな

る場合があるなど、利便性の向上が期待できます。 

対象者は、国が指定する指定難病の患者です。重症度基準を満たさず受給者証の交付を受けられなかっ

た方も対象となります。 

発行を希望される方は、必要書類を揃えて各区保健福祉センター健康課へ申請書を提出してください。 

詳しくは、福岡市ホームページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市 難病 登録者証 検索 
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15．申請窓口・問い合わせ先                                               

・住所地の各区保健福祉センター健康課へ申請してください。 

・提出書類についてご不明な点がありましたら、各区健康課 健康づくり係 難病担当者 

までご相談ください。 

窓口受付時間は平日午前９時～午後５時です。※年末年始(12/29～１/３)除く。 

各区保健福祉センター 電話番号・FAX 番号 住所 

東区健康課 

保健福祉センター２階 

電話 092－645－1078 

FAX  092－651－3844 

〒812－0053 

福岡市東区箱崎２－54－27 

博多区健康課 

博多区役所６階 

電話 092－419－1091 

FAX  092－441－0057 

〒812－8512 

福岡市博多区博多駅前２－８－１ 

中央区健康課 

あいれふ６階 

電話 092－761－7340 

FAX  092－734－1690 

〒810－0073 

福岡市中央区舞鶴２－５－１ 

南区健康課 

保健福祉センター２階 

電話 092－559－5116 

FAX  092－541－9914 

〒815－0032 

福岡市南区塩原３－25－３ 

城南区健康課 

保健福祉センター２階 

電話 092－831－4261 

FAX  092－822－5844 

〒814－0103 

福岡市城南区鳥飼５－２－25 

早良区健康課 

保健福祉センター２階 

電話 092－851－6012 

FAX  092－822－5733 

〒814－0006 

福岡市早良区百道１－18－18 

西区健康課 

保健福祉センター２階 

電話 092－895－7073 

FAX  092－891－9894 

〒819－0005 

福岡市西区内浜１－４－７ 

※お預かりする個人情報は、福岡市難病講演会のご案内や患者さんの個別支援のために使用させていた

だくことがございます。ご案内が不要の方はお手数ですがご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

階層

区分 

 

生計中心者の所得税額（平成20年分） 

月額自己負担限度額 

（1医療機関につき） 

入

院 

外

来 

Ａ 住民税が非課税 0 0 

Ｂ 
所得税課税年額が非課税で住民税が課

税 

4 、

500 

2 、

250 

Ｃ 所得税課税年額が5,000円以下 
6 、

900 

3 、

450 

Ｄ 
所得税課税年額が5,001円～15,000

円 

8 、

500 

4 、

250 

Ｅ 
所 得 税 課 税 年 額 が 15,001 円 ～

40,000円 

11 、

000 

5 、

500 

Ｆ 
所 得 税 課 税 年 額 が 40,001 円 ～

70,000円 

18 、

700 

9 、

350 

Ｇ 所得税課税年額が70,001円以上 
23 、

100 

11 、

550 


